
（平成25年10月15日受付） 

野焼きについて 

 

■内容 

 上万呂近隣でおこなわれている野焼きについての問い合わせです。 

朝7時や夕方の19時頃に、どこかから煙が上がって野焼きをしている様子があります。とてもニオイも

くさいです。そして黒っぽい墨のようなものも飛んできて窓ガラスや網戸がよく汚れます。洗濯物にも

影響があります。 

ダイオキシンなどの影響も怖いですし、調べた所によると法律や条例で野焼きは禁止されているようで

す。 

田辺市は条例ではどのようになっておりますか？ 

もし、禁止をしているのに守らずにしているようでしたら、チラシなどの配布をしていただいたり、お

手間ですが、特定できるようであればその人に注意をしていただきたいです。 

お忙しい所おそれいりますが、ご検討よろしくお願いいたします。 

電話には出られない時間帯が多いので、メールでの返事をいただけますと幸いです。 

 

■回答 

 ゴミの野焼きにつきましては、別添しておりますチラシのとおり「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」におきまして禁止されております。ただし、例外規定といたしまして、風俗慣習上又は宗教上の行

事としての焼却や、農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却や、たき火その他日常生活

を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの等々といったように例外的に認められているものがありま

す。 

 田辺市といたしましてもこの法律を原則に、日常業務のなかで住民の皆様方等から野焼きに関する通

報があれば直ちに現場に赴き、状況を確認した上で行為者に対し野焼き禁止の指導、啓発を行っており、

産業廃棄物の焼却など悪質な場合については保健所や警察と連携を図り、適宜対応しているところであ

ります。また、「焼却禁止の例外」にあたる焼却の場合は、付近の方に迷惑にならないようにお願いす

ることで啓発を行っております。 

 今回のお問い合わせへの対応といたしまして、今後、野焼きをしている旨の通報がありましたら、現

場対応をさせていただくとともに、まずは万呂町内会と連携して別添のチラシの回覧を行いたいと考え

ておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【環境課】 
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